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ティーペック
EAPニュース

こころのサポーター
従業員に対し、日頃の生活状況、職場
環境に関するご質問にお答えいただき、
個々人に心の健康づくりのアドバイス
をお届けします。また、部署毎の統計
資料も作成致しますので、職場環境改
善への対策立案も可能になります。

セクハラ、パワハラ、
アカハラ相談室

経験豊富な相談員が窓口となり、苦情
や相談に対して柔軟、かつ適切な対応
を行います。外部相談窓口を設けるこ
とで、安心して相談できる環境が整い、
結果的に早期対応が可能となります。

人事・労務ホットライン
心理及び労務の専門家が、休職者・復
職者への対応に関するアドバイスや就
業規則上の問題解決の為のアドバイス
をいたします。

法律相談サービス
不動産やお金に関する法的問題、交
通事故など、法律に関するプライベー
トな相談に対し、経験豊富な弁護
士がアドバイスを行います。Eメール、
FAXによる24時間受付で、必要に応
じて面談での相談も可能です。

コンプライアンス通報・
相談窓口サービス

通報窓口代行サービスのほか、法的な
悩みにも対応できるよう提携法律事
務所による通報法律相談サービスを
行っています。これは、通報代行業務
と公益通報に関する相談窓口を兼ね
たアウトソーシングサービスです。

医学界の各専門分野を代表する名医
がメディカルコンサルテーションやセ
カンドオピニオンを実施、専門医の紹
介も行います。また、24時間・年中無
休の電話健康相談、医療関連情報提
供サービスを通じて、健康ライフをサ
ポートします。

ドクターオブドクターズ
ネットワーク

復職判定について、精神科・心療内科
の名医が復職に関するセカンドオピ
ニオンを実施、中立の立場で復職に関
する意見書を提出します。当社専門ス
タッフが復職に関して人事・労務部門
をサポートします。

こころの専門医
ネットワーク

心理カウンセラーが定期的に事業所
を訪問し、「個人カウンセリング」や
「人事労務担当・管理職へのコンサル
ティング」「産業保健スタッフ・人事労
務担当との連携、会議への出席」「職
場復帰支援」を行い、企業におけるメ
ンタルヘルス対策を、より有効かつ効
果的にサポートいたします。

定期訪問
カウンセリング

メンタルヘルス
研修サービス

組織の生産性向上やメンタルヘルス
対策を推進する上で、「研修」は重要
な取り組みのひとつです。企業や団体
ごと、職種や職場ごとに抱えている課
題や問題点に合わせた研修を実施す
ることで、メンタルヘルスの理解が深
まり、組織全体の生産性向上へとつな
がっていきます。

T1203-0316-4-2000

●日本全国（約16万件）の「専門病院」「大学病院」「地域の病院」
「クリニック〈開業医〉」等を無償で検索できます。

●専門医療検索ができます。
　「小児科系」「産婦人科系」「内科系」「耳鼻咽喉科系」「眼科系」

「整形外科系」「外科系」「歯科系」「泌尿器科系」「皮膚科系」
「脳神経外科系」「麻酔科系」

●「人間ドック」と「メンタルヘルス」専門の検索ページがござ
います。

●先進医療に関する情報を検索できます。

……お気軽に、ご利用ください。

※PCおよび携帯電話の両者ともに、上記のURLにてアクセス可能です。但し、一部、PCおよび携帯電話では、インターネットブラウザの種類・バージョンまたは、機種等により、ご利用頂けない場合がありますの
で、予めご容赦願います。また、病院等の詳細情報の表示画面においても、地図表示の機能が対応されていない場合がありますので、合わせてご容赦願います。

NTTドコモ、au、ソフトバン
クの携帯電話からのアクセ
スは、上記のQRコードをご
利用ください。

｢医療機関情報｣を一般公開しましたのでご自由にご利用ください

［リンクして頂くURL］T-PEC医療機関検索  http://t-pec.jp/

特集

精神障害の新労災認定基準と
パワーハラスメント対策
先端レポート
労働安全衛生法改正により義務化の
｢メンタルチェック」
健康キーワード
自殺対策強化月間
法律相談Q＆A
精神疾患で長期病休中の社員の
休職満了期間が切れる。
復職条件が満たされていないときは
自動的に退職として問題はないか？
派遣社員だが、派遣先での
パワハラが原因でうつ状態になり欠勤した。
それを理由に契約を打ち切られたが、
仕方がないことなのか？



0

10

20

30

40

50

グラフ 1　 都道府県労働局等への相談件数の推移
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グラフ 2　 パワハラ対策が経営上必要であると思うか

（「パワーハラスメントの実態に関する調査研究 報告書（平成17年）」中央労働災害防止協会より）

（厚生労働省 「平成22年度個別労働紛争解決制度施行状況」より）

民事上の個別労働紛争相談件数

民事上の個別労働紛争相談件数に占める
「いじめ・嫌がらせ」の割合
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（「使用者の職場環境配慮義務に関する実態調査（平成18年）」東京都労働相談情報センターより）
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グラフ 3　 パワハラが起きたときに対応が困難と
　　　　　感じること（複数回答）

職場事情に即した新労災認定基準と求められる対策
　近年、パワーハラスメントやセクシュアルハラスメントなど新しい労働紛争が増加し、社会問題となってい

る。厚生労働省では、自殺者やメンタル不調者の増加との関連性からこの状況を重く見て、2011年12月、精

神障害の労災認定についての新基準「心理的負荷による精神障害の認定基準」を公表した。また、現在、厚

生労働省「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」によって、「職場のいじめ・嫌がらせ」「パワーハ

ラスメント」について議論が重ねられており、近々対策等について提言を取りまとめるとしている。

　今号では、労災認定の新基準と、その背景となる職場のストレス事情、そして今後職場で求められる対策

などについて考察したい。

　現状に即した新しい指標となった新労災認定基
準の前に、まずその背景となる職場のストレス事
情を見てみたい。
　近年、職場では、セクシュアルハラスメント
（以下セクハラ）やパワーハラスメント（以下パ
ワハラ）といった不当な「いじめ・嫌がらせ」が
顕在化し、社会問題となっている。
　各都道府県労働局などへの民事上の個別労働
紛争相談件数は、2010年度で24万6,907件。8
年前の2002年度から約2.4倍も増加してる。また、
相談内容の内訳では、職場の「いじめ・嫌がら
せ」に関する相談が全体の16％（約39,500件）
で、トップの「解雇」に関する相談の次に多い
ものとなっている。2002年度の6.4％（約6,600
件）とくらべると、約6倍と大幅増。短期間で急
速に大きな問題になっていることがわかる。
　職場の「いじめ・嫌がらせ」が、特定の人だけ
ではなく労働者の誰もが関わる可能性があるとい
う調査結果も報告されており、それを裏付ける
データともいえるだろう。

う言葉が使用された例も出てきているなど、職場
の「いじめ・嫌がらせ」問題が顕著になってきて
いる事態を受け、厚生労働省は「職場のいじめ・
嫌がらせ問題に関する円卓会議」を開催。その
「ワーキング・グループ報告」がすでに公表され
ているが、職場のパワハラ等の問題について、予
防・解決に向けた提言が今後まとめられる予定で
ある。
　「ワーキング・グループ報告」によると、職場
のパワハラとは「同じ職場で働く者に対し、職務
上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景

に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的
苦痛を与える、または職場環境を悪化させる行
為」としている。地位を利用した上司から部下へ
のいじめ・嫌がらせだけでなく、同僚間あるいは
部下から上司に対する行為も対象となる。
　職場の誰もが関わり得る「いじめ・嫌がらせ」
「パワハラ」問題は、従業員同士の個人間の問題
として簡単に解決できないようなケースが増えて
いるいま、この問題に対する取り組みの必要性が
高まり、対策法の構築は必要不可欠となっている
と言えよう。

　東証一部上場企業を対象に行われたパワハラの
実態調査では、8割を超える企業が経営上の重要
な課題としてこの問題をとらえている。
　仕事に対する自信と意欲の喪失、うつ病発症な
どメンタルヘルスへの悪影響、それによる休職・
退職など、いじめ・嫌がらせ、パワハラによって
人格を傷つけられた従業員のほか、加害者やその
周囲の人々まで、生産性低下につながるさまざま
な問題が予想されるからである。
　しかし一方では、ひと口にパワハラと言っても、
どこまでが指導でどこからがハラスメントになる
のかの境界線が難しい側面もあることなどから、
現場ではすんなり問題対策が進まないという悩み
を抱えている企業も少なくないというのが実情の
ようだ。

　いじめ・嫌がらせ、パワハラに関する労働紛争
相談件数の増加に比例し、訴訟問題も増加してい
る。さらに判決でも「パワーハラスメント」とい

精神障害の新労災認定基準と	 パワーハラスメント対策特集

短期間で急速に大きな問題となった
職場での「いじめ・嫌がらせ」

重要課題としてとらえられる一方、
対策が思うように進まないのが実情

パワハラ問題に対する取り組みの
重要性が高まる
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度の長時間労働」として特別な出来事と位置づけ
ている。
　このように、労災認定の判断のための基準につ
いて、客観的な事例が多く明示され、よりくわし
く、わかりやすくなったことで、労災認定の迅速
化が期待される。企業側にとっても精神障害等に
よる労働紛争を予防する対策が取りやすくなった
といえる。新しい認定基準について労務担当者は、
一度確認をしておくとよいのではないだろうか。

　以上のように、パワハラやセクハラなど、原因
となる職場でのストレスはここ数年で一気に多様
化し、労働紛争も変化。精神障害の労災請求件数
も右上がりに急増するなか、2011年12月、労災認
定の新たな指標となる「心理的負荷による精神障
害の認定基準」が厚生労働省より公表された。
　これまで、心理的負荷による精神障害の労災認
定については、1999年に定められた「心理的負荷
による精神障害等に係る業務上外の判断指針」を
もとに判断が進められてきた。
　しかし、労災件数が急増し、前述の労災問題の
変化によりパワハラ、セクハラについての具体的
な判断基準が求められていたことや、労災認定の
審査に平均約8.6か月という長い期間がかかってい
たことなどから、現状に即した形で、できるだけ
迅速に認定審査を進めていくための新たな基準が
必要とされていたのである。

　新たに定められたその労災認定基準だが、以下
がおもな改正のポイントとされている。
●わかりやすい心理的負荷評価表（ストレスの強

度の評価表）の活用
●いじめや嫌がらせ、セクハラなどのように、出

来事が繰り返されるものについては、その開始
時からのすべての行為を対象として、心理的負
荷を評価

●精神科医の合議による判定を、判断が難しい事
案のみに限定

　労災の認定要件としては、対象疾病を発病し
ていること、対象疾病の発病前おおむね6か月の

間に業務による強い心理的負荷が認められること、
業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象
疾病を発病したとは認められないこと、という3つ
の要件をすべて満たすことが必要となる。
　ここで、業務による強い心理的負荷はどの程度
なのかが重要となるが、従来の基準ではおおまか
であったストレスの度合いについて、「心理的負
荷評価表」を用いることで、従来より明確に判別
しやすくなった。
　心理的負荷表については、前号の「健康キー
ワード」でも触れているが、ストレスの強度を
「強」「中」「弱」の３段階に区分し、具体的な
数値を示しており、総合評価が「強」と判断され
た場合には、「業務による強い心理的負荷が認め
られる」認定要件を満たすことになる。また、セ
クハラについての具体例と判断基準を明確にして
いるほか、「ひどい嫌がらせ、いじめ、または暴
行を受けた」という項目も追加されており、心理
的負荷の強度については最高レベルのⅢとされ
ている。これにより、いままであいまいとして認
定されにくかった職場におけるいじめや嫌がらせ、
パワハラ、セクハラを事例とする労災紛争が、大
幅に改善される期待がもたれている。

　新認定基準で、いじめや嫌がらせ、パワハラ、
セクハラについて、一時の出来事にとどまらず、
何度もくり返されるケースがほとんどであること
から、うつ病などの対象疾病を発病する６か月よ
りも前にその出来事が始まっており、発病までの
６か月以内の期間継続している場合は、開始時か
らのすべての行為を評価の対象とすることもつけ
加えられている。
　また、時間外労働時間についても、強い心理的

負荷となる具体的な数値を次のように明示してい
る。
●発病直前の連続した2か月間に、1か月当たり約

120時間以上
●発病直前の連続した3か月間に、1か月当たり約

100時間以上
●ストレス強度「中」程度と判断される出来事の

後に、月100時間程度
　さらに、月160時間程度の時間外労働は、「極

現代のストレス事情、労災問題に
即した新たな労災認定基準

心理的負荷表によりストレス具合を
明確に判断することが可能に

明確化された新判断基準を
労災トラブルの予防対策に活用

心理的負荷による精神障害の労災認定基準● http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001z3zj.html

■業務による心理的負荷（ストレス）評価基準改正のポイント
業務による心理的負荷（ストレス）の評価基準改善ポイント
旧指針 新しい認定基準

評価方法
2 段階による評価

【出来事の評価】 ＋ 【出来事後の評価】→【総合評価】
1 段階による評価

【出来事】 ＋ 【出来事後の総合評価】

特別な
出来事

○極度の長時間労働
○生死に関わる事故への遭遇等心理的負荷が極度のもの

○「極度の長時間労働」を月１６０時間程度の時間外労働と明示
○「心理的負荷が極度のもの」に強姦やわいせつ行為等を例示

具
体
例

記載なし ○「強」「中」「弱」の心理的負荷の具体例を記載

労働
時間

○具体的な時間外労働時間数については、恒常的長時間
労働を除き定めていない。

強い心理的負荷となる時間外労働時間数等を記載
○発病直前の連続した 2 か月間に、1 月当たり約 120 時間以上
○発病直前の連続した３3 か月間に、1 月当たり約 100 時間以上
○「中」の出来事後に、月 100 時間程度　 等

評価期間 ○例外なく発病前おおむね６か月以内の出来事のみ評価 ○セクシュアルハラスメントやいじめが長期間継続する場合には、
6 か月を超えて評価

複数の
出来事 ○一部を除き具体的な評価方法を定めていない

具体的な評価方法を記載　○強＋中又は弱　→強
　　　　　　　　　　　　○中＋中　　　　→強又は中（※）
　　　　　　　　　　　　○中＋弱　　　　→中（※）
　　　　　　　　　　　　○弱＋弱　　　　→弱（※）

発病者の
悪化

○既に発病していた場合には悪化したときであっても労災
対象としない

○発病後であっても特に強い心理的負荷で悪化した場合は労災
対象とする

審査方法等の改善ポイント
旧指針 新しい認定基準

医師の
意見 ○精神科医の専門部会に全数を協議 ○判断が難しい事案のみ協議

調査 ○業務以外の要因の詳細な調査を行う ○業務以外の要因の調査を簡略化

※近接の程度、出来事の数、その内容で総合判断

特集
精神障害の新労災認定基準と
パワーハラスメント対策
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　「パワハラと業務上の指導との境界線が難しい」
「事実確認が困難」など、パワハラ問題を重要課題
として認識しつつも、その線引きの難しさからなかな
か対策が進まないという問題はあるようだが、職場
のパワハラ問題の現状を考えると、予防や解決に向
けた取り組みは今後一段と重要性を増していくと考
えられる。パワハラ対策を放置することで、裁判に
発展したときの責任問題や、企業のイメージダウン
につながるというデメリットも指摘されている。
　そこで、厚生労働省「ワーキング・グループ報告」
では、これらの問題を整理し、どのような行動がパワ
ハラとなるか、そして予防・解決に向けどのように取
り組んでいくべきかなどについて提言している。
　提言では、問題行為について職場全員が認識を
共有できるように、以下を主要なパワハラ行為とし
て類型づけている。
①暴行・傷害（身体的な攻撃）
②脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言（精神的な攻

撃）
③隔離・仲間外し・無視（人間関係からの切り離

し）
④業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの

強制、仕事の妨害（過大な要求）
⑤業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた

程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこ
と（過小な要求）

⑥私的なことに過度に立ち入ること（個の侵害）
　このうち①については「業務の遂行に関係するも
のであっても、「業務の適正な範囲」に含まれるとす
ることはできない」とし、②と③については「業務の
遂行に必要な行為であるとは通常想定できないこと
から、原則として「業務の適正な範囲」を超えるも

の」と位置づけている。
　また、業務上の適正な指導と「業務の適正な範
囲を超える」行為の境界線は、業種や企業風土、行
為が行われた状況、それが継続的であるかどうかな
どによって左右され、線引きが難しいとされる。一
般に、パワハラは上司から部下へのいじめ・嫌がら
せを指すことが多いが、先輩・後輩、同僚、部下から
上司に対して行われる場合もあり、さらに同じ職場
以外でも、取引先から仕事上の力関係をもとにパワ
ハラ被害を受けるようなケースも考えられる。そのた
め、④から⑥については、各職場でパワハラの範囲
をはっきり明確にし、共通認識を持つことが非常に
大切であるとしている。

　前述のように、職場のパワハラ予防や解決への取
り組みには困難があり、躊躇している企業も少なく
ないようだが、一方で、すでに対策に取り組み、成果
を上げている企業・労働組合も出現している。
　その取り組み例から、パワハラ対策でまず大切な
のは、「パワーハラスメントを職場からなくす」という
方針を、組織のトップがはっきりと明確に打ち出すと
いうことがあげられる。それにより、職場の一人ひと
りのパワハラに対する意識が変化・向上し、予防・解
消策への効果がアップすることが見込めるのである。
また、パワハラ予防・解消という意識を共有できれ
ば、パワハラを受けた本人をはじめ、その周囲の人た
ち、問題行為に対して発言がしやすくなるといったこ
とも期待される。
　その上で、それぞれの職場の特徴などをもとに、
パワハラに関する規定を設け、方針やガイドライン
を作成するなど一定のルールを設ける、実態把握の
ためのアンケートを実施する、研修などを実施し従
業員にパワハラについての教育をする、組織の方針

や取り組みについて周知・啓発を行うといった対策
が、効果を上げているようである。

　過剰な取り組み・対策により、本来なら適正と思
われる職場での指導が妨げられるのではないかとい
うことも危惧されているが、「いじめ・嫌がらせ」「パ
ワハラ」の予防・解決は、快適な職場づくりによる仕
事への意欲、生産性の向上などにつながるメリット
が大きいと考えられている。上司、指導役の職位や
職能に応じた権限を適正に発揮できるよう配慮しな

がら、それぞれの職場事情に即した積極的なパワハ
ラ対策が求められている。
　最後に、厚生労働省「ワーキング・グループ報告
書」に、パワハラ問題に取り組む企業担当者にヒア
リングを行った際の発言が掲載されているが、本問
題への取り組み意義を一言で表しているので紹介し
たい。
　「すべての社員が家に帰れば自慢の娘であり、息
子であり、尊敬されるべきお父さんであり、お母さん
だ。そんな人たちを職場のハラスメントなんかでうつ
に至らしめたり苦しめたりしていいわけがないだろ
う。」

問題解決に向け、職場全体での
認識共有が必要不可欠

「パワハラを職場からなくす」という
トップからのメッセージが重要

職場に応じた積極的な
パワハラ対策を

特集
精神障害の新労災認定基準と
パワーハラスメント対策

職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000255no.html

❶	トップのメッセージ
◦組織のトップが、職場のパワーハラスメン
トは職場からなくすべきであることを明
確に示す。

❷	ルールを決める
◦就業規則に関係規定を設ける、労使協定
を締結する。
◦予防・解決についての方針やガイドライン
を作成する。

❸	実態を把握する
◦従業員アンケートを実施する。

❹	教育する
◦研修を実施する。

❺	周知する
◦組織の方針や取り組みについて周知・啓
発を実施する。

❶	相談や解決の場を設置する
◦企業内・外に相談窓口を設置する、職場
の対応責任者を決める。
◦外部専門家と連携する。
※産業カウンセラーやメンタルヘルス相談の専門
機関との連携など

❷	再発を防止する
◦行為者に対する再発防止研修を行う。

行政の役割について
○問題の現状や課題、取り組み例などに
ついて周知啓発を行うべきである。
○併せて、この問題についての実態を把握
し、明らかにするべきである。

職場のハラスメントを予防するために 職場のハラスメントを解決するために
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　現在、厚生労働省では、4大疾病といわれる
がん、脳卒中、心臓病、糖尿病に、新たに「精
神疾患」をくわえ、「５大疾病」と位置づけて重
点対策を行っていこうとしている。うつ病をはじ
めとする精神疾患患者数は年々増え続け、いま
では４大疾病をはるかに上回っており、社会全
体で取り組んでいく必要がある深刻な問題と
なっているためである。
　メンタル不調者急増の背景には、長引く不況
による不安などさまざまな原因が考えられてい
るが、厚生労働省の「自殺・うつ病等対策プロ
ジェクトチーム」において重点課題の一つとし
て議論されてきたのが「職場でのストレス」。職
場におけるメンタルヘルス対策は重要な予防策
と考えられており、政府の経済成長戦略の基本
方針である「新成長戦略」においても、「2020
年までにメンタルヘルスに関する措置を受けら
れる職場の割合を100％とする」ことを目標に
掲げている。
　このようなメンタル問題の深刻化と職場で
のメンタルヘルス対策の重要性から、労働安全
衛生法の改正により新たな取り組みがスタート
しようしているのは周知の通り。年に1回の健
康診断とあわせて、すべての従業員に対し医師、
保健師による「メンタルチェック」を行うよう、
事業者に義務付けるというものだ。
　メンタルチェック義務化の新たな枠組みを改

めて紹介すると、次の通りである。
　労働者のプライバシーに配慮しながら、一般
定期健康診断の問診等にあわせ、医師または
保健師が全従業員に対しメンタルチェック（精
神的健康を把握するための検査）を実施。その
結果は従業員本人に通知され、従業員が面接
指導を申し出た場合には、産業医等の医師面
接を行うことが義務化される。事業者は、その
結果、医師の意見を聞き、必要に応じて就業場
所の変更、作業の転換、労働時間の短縮など、
適切な対策をとらなければならない。
　事業者や産業医の負担が増えることになる
が、従業員のストレス軽減、仕事の効率化、いま
まで見えなかった問題点の発掘など、あらたな
メンタルヘルス対策の有効活用による多くのメ
リットが期待される。一方で、面接指導の実施
には従業員からの申し出が必要なため、面接が
必要な人であっても申し出ないケースが予想さ
れ、実際にどの程度面接が行われるかという心
配もあるようだ。
　法制化後は申し出がしやすい環境づくりなど
面接実施率アップのための工夫や、あわせて欠
勤・休職・復職制度など就業規則の見直しなど
も必要となってくるだろう。メンタルチェックの
義務化は、メンタルヘルス対策としては、まだ
キックオフの段階。これからのさらなる整備に
注目していきたい。

最先端レポート

労働安全衛生法改正により義務化の
「メンタルチェック」

　いまや社会問題になっているうつ病や自殺に職場のストレスが大きく関与していることから、事業者
が労働者に対し定期的な「メンタルチェック」を行うように義務付ける、労働安全衛生法の改正が行わ
れる。職場におけるメンタルヘルス対策を促進するために新たに導入される対策の枠組みは、どのよう
なものなのだろうか。 　警察庁発表の最新データによる

と、2011年の自殺者数は30,651
人。1998年に3万人を超えて以降、
微減傾向にはあるものの、この十数
年ほぼ横ばいで推移する状況が続
いています。減少傾向にある交通
事故死者数（4611人）とくらべ、約
6.6倍もの死者数ということになり
ます。また、自殺は、10代後半から
20代、30代という若年層の死因の
トップであることも見逃せません。
　このような自殺をめぐるきびしい
状況を打開するために、政府は自
殺予防対策として、2006年に「自
殺対策基本法」を施行。2007年に
は「自殺総合対策大綱」を策定し、
WHO（世界保健機関）が定めた9
月10日の「世界自殺予防デー」から
１週間を「自殺予防週間」とするな
ど、啓発活動を展開してきました。
　そして、2010年には、「いのちを
守る自殺対策緊急プラン」をとりま
とめ、月別自殺者数の最も多い毎
年３月を「自殺対策強化月間」として、
さらなる対策強化を図っています。

自殺対策への	
理解を広めるための	
広報啓発活動を主体に実施
　自殺対策強化月間については、
トップアイドルグループAKB48を
起用したTVCMをはじめ、全国の地
方公共団体、関係団体等とも連携

した大々的な広報啓発活動により、
ご存じの方も多いのではないでしょ
うか。
　自殺対策キャンペーンでは、国民
に対して自殺や精神疾患について
の正しい知識と理解を広め、自殺の
危険を示すサインや対応法につい
ての周知、周囲のアシストの重要性
など、自殺対策のポイントについて
の意識啓発が実施されています。ま
た、強化月間中には、関係省庁、地
方公共団体、協賛団体等のさまざま
な実施主体では、自殺に関する「相
談事業」が集中的に行われています。
　関係施策の推進にあたっては、国
民全体で意識を共有できるよう、経
済団体、労働団体、職能団体、支援
団体、関係する学会など、幅広い団
体からの協賛を得て、当事者が支
援を求めやすい環境をつくるための
「生きる支援」を目指しています。

キャッチフレーズは	
「あなたも	
ゲートキーパー宣言！」
　2013年度キャンペーンのキャッ
チフレーズは、「あなたもゲートキー
パー宣言！」でした。
　ゲートキーパーとは、周囲のメン
タル不調者の悩みに気づき、声をか
け、話を聞いて、必要な支援につな
げ、見守る人のことをいいます。自
分自身が悩んでいるときは、1人で

悩まず誰かに相談することが非常
に重要ですが、最終的に自殺を選
ぶ人は、悩みを抱えたときに孤独に
陥ることが問題となります。身近に
相談できる人がいること、孤立を防
ぐことが、自殺予防の大きなポイン
トとなるのです。
　ゲートキーパーとして、自殺の危
険性がある人をどのように認識し
支援すべきかなどについて、内閣
府では2011年度から、「ゲートキー
パー養成研修用DVD」や「ゲート
キーパー養成研修用テキスト」、「誰
でもゲートキーパー手帳（簡易型
リーフレット）」などを作成していま
すので、自殺対策としてぜひ一度目
を通してみてはいかがでしょうか。

自殺対策強化月間Keyword

健康キーワード

自殺者が最も多い3月を「自殺対策強化月間」とし、
政府による啓発活動を展開
「ゲートキーパー」として悩んでいる人への支援、行動を推奨

内閣府自殺対策ホームページ
http://www8.cao.go.jp/

jisatsutaisaku/
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精神疾患で長期病休中の社員の
休職満了期間が切れる。復職条件が
満たされていないときは自動的に退職として
問題はないか？

派遣社員だが、派遣先での
パワハラが原因でうつ状態になり欠勤した。
それを理由に契約を打ち切られたが、
仕方がないことなのか？

可能性があります。
　このようなトラブルを回避するとい
う視点からは、③自然退職扱いとする
ことが望ましいと考えられ、就業規則に
「復職することなく休業期間が満了と
なった場合には、自然退職とする。」と
いった規定を設けておくことが望ましい
といえます。
　裁判例においても、「業務外の傷病
により欠勤し３か月を経過しても治癒し
ないときは休職となり、その場合の休
職期間は６か月である」、「休業期間満
了時に休職理由が消滅したときは直
ちに復職させる」、「復職することなく
休業期間が満了となった場合は、自然
退職となる扱いである」と規定した就
業規則の合理性を認めています（東洋
シート事件判例（広島地判平成２年２月
１９日）参照）ので、就業規則で自然退
職扱いとする旨の規定をすること自体
は問題ないといえるでしょう。
　もっとも、就業規則上、自然退職扱い
とする旨の規定がある場合でも、実際
に退職させる際には慎重な態度が必
要かと思われます。
　まずは、主治医及び対象社員から
事情を聴取し、対象社員の状態を再
度確認することが最も重要であると
思われます。その上で、復職可否の判
断については、対象社員の職種や業
務内容に鑑みてそれが限定されてい
ないような場合には、軽易な勤務か
ら徐々に通常勤務に戻せるか（リハビ
リ勤務）、配置換え等により現実に配
置可能な業務がないか等についても

　まず、注意して頂きたいのは、うつ
病の原因が会社の業務にある場合に
は、そもそも休職命令自体が違法とな
り、賃金請求権も発生するということで
す。そして、そのような場合には、療養
のために休業する期間及びその後３０
日間は解雇することができません（労
働基準法１９条）。ただし、療養開始後３
年を経過しても傷病が治らない場合に
は、会社が平均賃金の１２００日分の打
切補償を支払ったとき（労働基準法８１
条）には解雇することができます。そ
の際は、うつ病が治癒したか否かの点
について主治医等の意見を参考にし
た上で、慎重に判断する必要があるで
しょう。
　他方、うつ病の原因が会社の業務に
ない場合には、休業命令自体は有効で
あり、その後の休職期間満了時に休職
の原因となった事由が消滅していない
場合の取扱いとしては、３つの類型（①
復職させる、②解雇する、③自然退職
扱いとする）が考えられます。これらの
うち、①は、短期間で再発・再度の欠
勤・休職につながる可能性も高く、また
再発した場合には当該従業員に対する
安全配慮義務違反となるリスクも考え
られます。また、②に関する規定は、解
雇事由の正当性と解雇手続（解雇予
告または解雇予告手当）が必要になり、
会社にとっては不利益な面も多いこと
に加えて、解雇をめぐる紛争が生じる

Answer

うつ病により長期休業をしている社員がいますが、休職満了期間が近づ
いています。メンタル不調は以前より改善され、本人・家族も復職を希
望しているものの、主治医の了解を得られないなど、復職条件は満たさ
れていません。就業規則では積算6か月と定めていますが、期間を経過
した場合、規則上自動的に退職として問題はないのでしょうか？

Question

派遣社員ですが、職場でパワーハラスメントを受け、うつ状態に陥りま
した。仕事に行こうと思っても体が重く、何日か休んだところ、契約期間
内でしたが、派遣先から派遣元に「来月から来なくてもよい」と連絡が
ありました。病院で診察を受けたところうつ病と診断され、派遣元にも
その旨を伝えたのですが、「いずれにしても病気なので仕事を続けられ
ないでしょう」ということで、その派遣先には通えないことになりました。
このような場合は契約を切られても仕方がないのでしょうか？

Question

回答者  小笠原耕司 弁護士

1984年、一橋大学法学部卒業。現在、
小笠原六川国際総合法律事務所の代
表弁護士を務めるほか、青山学院大
学講師として教壇に立つ。講演やセミ
ナー等でも活躍し、内容は企業・金融
法務の実務に即したものから社員の
メンタルヘルスや労務管理、人材面を
主眼とした法律問題まで幅広い。著書
は「安全配慮義務違反を防ぐための
EAP（従業員支援プログラム）導入の
すすめ」（清文社）ほか多数。

Respondent

法律相談

本誌では企業、従業員を取り巻く
不安要因を法律的側面より支援
し、理解を深めていただくために、
企業のとり得る対策等について当
社顧問弁護士で、小笠原六川国際
総合法律事務所代表弁護士を務
める小笠原耕司氏を回答者とし、
読者からの相談に答えていただい
た。

は、派遣先において就業することは難
しいとしても、派遣元との雇用契約に
ついては存続していると主張できるも
のと考えられます。
　また、派遣契約の中途解除が有効で
あるとしても、「派遣先が講ずべき措置
に関する指針」（平成11年労働省告
示第138号・平成21年厚生労働省告
示245号（以下、「派遣先指針」といい
ます。））第2の6によりますと、派遣先に
は、派遣元への事前通知や派遣社員
の就業斡旋等が求められます。
　さらに、本件では、派遣先でのパワー
ハラスメントが原因となってうつ状態と
なり、かつ、派遣元は派遣社員からの
報告を聞いても放置していたとのこと
ですので、派遣先および派遣元が当該
派遣社員に対する安全配慮義務に違
反したといえ（派遣先および派遣元の
安全配慮義務違反を認めた判例とし
てアテスト（ニコン熊谷製作所）事件－
東京地判平17.3.31労判894-21・東
京高判平21.7.28労判990-50）、当
該派遣社員は、派遣先および派遣元に
対して、損害賠償を請求しうると考えら
れます（民法415条・709条・715条）。
　このような事態を防ぐために、派遣
先・派遣元とも、職場でのパワーハラ
スメント防止の取り組みが必要とな
ります。派遣先の取り組みについては、
労働者派遣法40条2項、派遣先指針
第2の9、セクシャルハラスメントに関
する「事業主が職場における性的な
言動に起因する問題に関して雇用管
理上講ずべき措置についての指針」
（平成18年厚生労働省告示第615
号）が参考となるでしょう。具体的に
は、（1）事業主の方針の明確化及び
その周知・啓発、（2）相談（苦情を含
む。）に応じ、適切に対応するために
必要な体制の整備、（3）職場におけ
るパワーハラスメントに係る事後の迅
速かつ適切な対応等の措置を講ずる
ことになります。また、派遣元も、派
遣社員からの苦情に対し適切な処理
をすること、派遣先との連絡調整する
こと等が求められます（労働者派遣
法31条、「派遣先が講ずべき措置に
関する指針」第2の3・第2の5（平成
11年労働省告示第137号・平成21年
厚生労働省告示244号））。

Answer

　そもそも、職場のパワーハラスメント
とは、「同じ職場で働く者に対して、職
務上の地位や人間関係などの職場内
の優位性を背景に、業務の適正な範
囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与
える又は職場環境を悪化させる行為」

（厚生労働省・職場のいじめ・嫌がら
せ問題に関する円卓会議ワーキング・
グループ報告（平成24年1月30日））を
いいます。 これには、上司から部下に
行われるものだけでなく、先輩・後輩間
や同僚間などの様々な優位性を背景
に行われるものも含まれます。
　さて、本件で、派遣契約は、あくまで
派遣先と派遣元との契約ですので、派
遣社員が当該契約の解除についてそ
の有効・無効を主張することはできな
いと考えられます。もっとも、本件の事
情の下では、派遣元が派遣先に対して
派遣契約の解除の無効を主張するこ
とは可能であると考えられます。

　労働者派遣事業には、常時雇用す
る労働者のみを派遣する「特定労働
者派遣事業」と、それ以外の「一般労
働者派遣事業」がございます（労働者
派遣事業の適正な運営の確保及び派
遣労働者の就業条件の整備等に関す
る法律（以下、「労働者派遣法」といい
ます。）2条4号および5号）。「特定労
働者派遣事業」の場合には、派遣契約
が終了しても派遣元と派遣労働者との
雇用関係が存続することになりますが、

「一般労働者派遣事業」の場合には、
派遣契約が締結されたときに派遣元と
雇用契約を締結するものですので、派
遣契約が終了すれば、派遣元と派遣
労働者との雇用関係も同時に終了す
ることになってしまいます。しかし、一般
労働者派遣事業の場合であっても、派
遣先の事情で契約期間の満了前に派
遣契約が解除された場合には、派遣
元は、当然に派遣労働者を解雇できず、
残りの派遣期間について雇用の義務
があるといえます。
　したがいまして、派遣社員としまして

検討することが必要であろうかと思
われます。
　また、上記のような検討を経た上
で復職条件が満たされていないと判
断した場合であっても、形式的に就
業規則上の規定を根拠として自動的
に退職扱いとはせずに、まずは、対象

社員に退職を促し、合意の上で退職
してもらうようにすべきであろうかと
思われます。そのような努力をしても
退職について合意を得ることが難し
いような場合には、就業規則を根拠
として退職を通知する方がより慎重
な対応であろうかと思われます。
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